原子力損害賠償（本補償）に係る避難等指示区域外
商工会員等に対する説明会（案内）
日頃より、商工会事業運営に特段のご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　今般、原子力損害の判定等に関する中間指針による賠償内容等について、避難等指示区域外の商工会会員事業者等を対象に東京電力（株）による原子力損害賠償（本補償）に関する説明会を下記会場により開催しますのでご出席下さるようお願いいたします。
　なお、今回は請求書類（業種）別に損害賠償請求書の作成に係る説明会を開催いた
します。現在、当商工会の東京電力㈱相談窓口でも請求書類が取得できますので、事
前にご準備くださいますようお願いします。
	会　場
	日　　程
	時　　間
	場　　所

	船引町
	平成24年

２月２日（木）
	１３：３０～

１５：３０
	ウェディングプラザ丸美
〒963-4312　田村市船引町大字船引字上田中 34-1 

ＴＥＬ ０２４７－８２－１５００



※請求できる賠償金の概要
　①営業損害（風評被害・買い控え・取引停止等）のうち減収分（逸失利益）

　②営業損害のうち、追加的費用に係るもの
例）原発事故・放射能の影響により追加的に掛かった費用
(放射能測定器購入費用・商品等の廃棄費用・運賃費用・請求に伴って生じた各種証明書類の取得費用等)

③検査費用（物）のうち、業務用資産及び棚卸資産に係るもの
例）食品・工業製品等の検査費用等



原子力損害賠償（本補償）に係る避難等指示区域外
商工会員等に対する説明会申込書　　　　　　
	
	所属商工会名
	

	事業所名
	
	TEL
	

	参加者氏名
	
	参加者氏名
	

	請求書類名
	事前に取得された請求書類名の番号に○印をご記入ください。

1 加工・流通業（出荷制限指示等）　　②　加工・流通業（風評被害）
③　観光業Ａ（風評被害/福島県内等） 　④　観光業Ｂ（風評被害/外国人観光客）

⑤  製造業（風評被害）　　　　　　　　⑥　サービス業（風評被害）

⑦　輸出用（風評被害）　　　　　　　　⑧　間接被害




	（事前質問や要望等がございましたら、ご記入ください。）

	


Ｆ Ａ Ｘ


添付不要








ＦＡＸ ０２４７－８２－０２９６











【申込先】


船引町商工会


〒963-4312�福島県田村市船引町船引字上中田１７－１�　TEL　0247-82-4264  /FAX　0247-82-0296�　E-MAIL：� HYPERLINK "" �funehiki-s@tamuranet.ne.jp�


【申込期日】


平成２４年１月２７日（金）


　※会場の都合上、裏面の申込書により事前にお申し込みください。





船引町商工会　行











※領収書等のコピーが必要になります。














